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規
　
　
　
則
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第
四
十
五
号
・
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四
十
六
号
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○
福
岡
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　

規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
生
活
衛
生
課
）
…
…
…
…
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○
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
生
活
衛
生
課
）
…
…
…
…
…
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福
岡
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ

こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
五
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
四
十
五
号

　
　
　

福
岡
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
十
三
号　

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
の
見
出
し
中
「
け
い
留
」
を
「
係
留
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
動
物
愛
護
指
導
員
」
を
「
動
物
愛
護
管
理
指
導
員
」
に
改
め
る

。
　

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第２号（第６条関係）
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この証明書を携帯する者は、動物の愛護及び管理に

関する法律、福岡県動物の愛護及び管理に関する条例

により動物愛護管理指導員の職務を行う者でその関係

条文は次のとおりであります。

動物の愛護及び管理に関する法律抜すい

（動物愛護管理担当職員）

第 条の３ 都道府県等は、条例で定めるところによ

り、動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるた

め、動物愛護管理員等の職名を有する職員（次項及

び第３項並びに第 条の４において「動物愛護管理

担当職員」という。）を置く。

２ （略）

３ 動物愛護管理担当職員は、その地方公共団体の職

員であって獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関

し専門的な知識を有するものをもつて充てる。

福岡県動物の愛護及び管理に関する条例抜すい

立入調査等

第 条 知事は、この条例の施行に必要な限度におい

て、動物の飼い主その他の関係者から報告を求め、又

はその職員をして、施設その他関係のある場所 人の

住居を除く。 に立ち入らせ、若しくは調査させるこ

とができる。

前項の職務に従事する職員は、その身分を示す証明

書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提

示しなければならない。

動物愛護管理指導員

第 条 知事は、前条第 項の規定による立入調査、法

第 条の３第１項に規定する動物の愛護及び管理に関

する事務を行わせるため、職員のうちから動物愛護管

理指導員を任命する。
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附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
五
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
四
十
六
号

　
　
　

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
（
平
成
四
年
福
岡
県
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
中
「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
二
条
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
を
削
る
。

　

様
式
第
九
号
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
三

条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
の
規
定
及
び
様
式
第
九
号
に
規
定
す
る
様
式
は
、
令
和
三
年
五
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
規
則
第
十
三
条
第
一
項
、
第

十
四
条
第
一
項
及
び
第
十
五
条
中
「
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
福
岡
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
等
の
一

部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
二
年
福
岡
県
条
例
第
十
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

条
例
」
と
、
旧
規
則
様
式
第
九
号
中
「
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
」
と
あ
る
の
は
「
食
品
衛
生
法
施
行

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
二
年
福
岡
県
規
則
第
四
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
食
品
衛

生
法
施
行
細
則
」
と
す
る
。


